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答 申 書 

 

 

第１ 審査会の結論 

「熊本県知事（以下「処分庁」という。）が○○漁業協同組合（以下「本件

組合」という。）の令和〇年（２０○○年）〇月〇日臨時総会第１号議案の決

議（以下「本件決議」という。）を取り消さないとした処分（以下「本件処分」

という。）についての審査請求（以下「本件審査請求」という。）は棄却され

るべきである」とする審査庁の判断は、妥当である。 

 

第２ 審理関係人の主張の要旨 

１ 審査請求人ら 

審査請求人らは、本件決議は本件組合の定款（以下「本件定款」という。）

及び定款附属書○○漁業協同組合役員選任規程（以下「本件選任規程」とい

う。）に違反しており、本件処分は違法であるとし、以下のとおり主張する。 

（１）無記名投票について 

本件選任規程第４条第１項において、「第２条第１項の決議は、無記名投

票によってこれを行う。」とされているところ、「無記名投票」の方法がと

られる趣旨は、「誰がどのような投票をしたか。」が投票者以外の者に知ら

れないこと、すなわち投票の秘密を守ることを目的としているものといわ

なければならない。 

ところが、本件決議における書面による投票（以下「本件投票」という。）

では、投票用紙自体は投票者の氏名を記載しない様式のものが使用された

が、その投票用紙を入れる封筒には、投票者の住所、氏名を記載すること

になっており、組合員番号が記載されていた。そのため、投票用紙自体に

は投票者の氏名が記載されていなくても、その投票用紙が上記のような封
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筒に封入されていれば、封筒を開封する際に、誰がどのような投票をした

のかを知ることができる。 

よって、本件投票は、本件選任規程第４条第１項に規定する「無記名投

票」には当たらない。 

また、郵便等による不在者投票については、公職選挙法施行令（昭和２

５年政令第８９号）第５９条の４第４項、公職選挙法施行規則（昭和２５

年総理府令第１３号）第１０条の５、同規則別記第１３号様式の７の規定

によれば、外封筒には投票者の氏名を記載することとされているが、内封

筒には投票者は一切の記載をしてはならないものとされている。 

郵便による無記名投票のように、投票者が一切の記載をしない内封筒に

投票用紙を入れたうえで、投票者の住所や氏名を記載した外封筒に入れな

ければ、投票の秘密（「誰がどのような投票をしたのか。」についての秘密）

が守られず、「無記名投票」とはいえない。 

処分庁は、本件処分をした理由として、「本件選任規程第７条は水産業協

同組合法第３２条第４項の規定により農林水産大臣が定めた役員選任規

程例どおりに規定されており、本件組合は本件選任規程第７条の規定によ

り役員選任手続を行っている。」と述べているが、本件決議に当たり本件選

任規程第４条第１項が規定する「無記名投票」が行われたかどうかについ

ては、形式的にのみ判断することは許されず、実質的に投票の秘密が守ら

れていることまで考慮して判断されなければならない。 

（２）推薦会議の構成について 

本件選任規程第３条第２項において、「組合長は、役員の選任に関する議

案を総会に提出するには、別表で定める区域ごとに、その区域内に住所を

有するこの組合の正組合員で、その区域内に住所を有するこの組合の正組

合員を代表するものとして選ばれた者をもって構成する推薦会議におい

て推薦された者につき、議案を作成してしなければならない。」とされてい

る。 

本件決議がされた際の推薦会議（以下「本件推薦会議」という。）は、本

件選任規程別表に定める区域ごとに、当該区域に住所を有する正組合員の

中から理事会によって選任された者をもって構成された。 
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その選任の過程には、各区域内に住所を有する正組合員の意思を反映す

る手続はとられておらず、「その区域内に住所を有するこの組合の正組合

員を代表するものとして選ばれた。」との実質が存在しない。 

よって、本件推薦会議は、本件選任規程第３条第２項に規定する要件を

満たしていない。 

処分庁は、本件処分をした理由として「推薦会議の構成員をどのような

方法で選任するかについては、水産業協同組合法、定款等に別段の定めは

ない。」と述べているが、推薦会議は、実質的にも「その区域内に住所を有

するこの組合の正組合員を代表するものとして選ばれた者をもって構成」

されなければならない。 

 

２ 審査庁 

  審理員意見書のとおり、本件審査請求には理由がないので、棄却されるべ

きである。 

 

第３ 審理員意見書の要旨 

１ 結論 

  本件審査請求には理由がないので、棄却されるべきである。 

２ 理由 

（１）「無記名投票」の要件を満たしているかについて 

総会の決議の取消しについては、最高裁平成６年（行ツ）第１８２号平

成６年（１９９４年）１２月１６日判決、福岡高裁平成６年（行コ）第１

号平成６年（１９９４年）５月３１日判決及び熊本地裁平成４年（行ウ）

第４号平成５年（１９９３年）１２月６日判決（以下これらの判決を「総

会決議取消請求却下決定等取消等請求事件判決」と総称する。）によると、

「水協法第１２５条第１項が総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、

法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反すること

を理由とする場合に総会決議の取消しを請求できると規定している趣旨

は、その瑕疵が内容にわたらない形式的違法の場合には、（略）監督行政庁

に取消権を認めて早期に合目的的にこれを確定させる方が瑕疵ある組合
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の管理運営を迅速に治癒できる意図によるもの」とし、「同条に基づく取消

請求は、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令等に違反する場合に

のみ認められ、それ以外の決議内容の瑕疵等を理由とする場合には許され

ない。」とされている。つまり、水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４

２号。以下「法」という。）第１２５条第１項の規定は、「総会の招集手続、

決議の方法又は選挙の瑕疵が内容にわたらない形式的違法の場合」である

ときに、監督行政庁の取消権を限定した趣旨であると解される。 

また、本件選任規程は、農林水産大臣が定めた役員選任規程例に基づき

規定されたものであることが認められ、投票については、本件選任規程第

４条から第１０条までにおいて規定されている。 

本件において、処分庁は本件決議について、本件選任規程第４条第３項

の規定のとおり、「所定の投票用紙が使用され、記名押印欄はなかった。」

ことを確認しており、本件選任規程第７条の規定のとおり、「投票用封筒の

表面には署名がある。」ことを確認している。また、本件選任規程第９条の

規定のとおり、「議長の指示により事務局が賛否等の数の結果等を報告し

ている。」こと、「保管と立会人による現物の確認について、議長が報告し

ている。」ことを確認していることから、本件決議の手続や決議の方法に形

式的な違法は認められない。 

したがって、処分庁は上記のとおり、本件決議については、農林水産大

臣が定めた役員選任規程例に基づき規定された本件選任規程に基づき、

「総会の招集手続、決議の方法又は選挙の瑕疵が内容にわたらない形式的

違法」である場合か否かを確認していることが認められ、その手続に違法

又は不当な点はない。 

また、審査請求人らの主張する内封筒による投票方法については、本件

定款や本件選任規程において具体的な規定はないため、審査請求人らの主

張を採用することはできない。 

（２）推薦会議の構成員は「その区域内に住所を有するこの組合の正組合員を 

 代表するものとして選ばれた」と認められるかについて 

上記（１）で述べたとおり、法第１２５条第１項の規定は、「総会の招集

手続、決議の方法又は選挙の瑕疵が内容にわたらない形式的違法の場合」
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であるときに、監督行政庁の取消権を限定した趣旨であると解される。 

また、本件選任規程は、農林水産大臣が定めた役員選任規程例に基づき

規定されたものであることが認められ、選任議案については、本件選任規

程第３条において規定されている。 

本件において、処分庁は本件決議について、本件選任規程第３条第１項

の規定のとおり、「代表理事職務執行者名で臨時総会の招集通知を発出し、

別紙として役員候補者の氏名等を記載したものを添付している。」ことを

確認している。また、本件選任規程第３条第２項の規定のとおり、「本件選

任規程別表に定める各々の区域に住所を有する者である。」こと、「推薦会

議で推薦された者（令和〇年〇月〇日に開催された推薦会議で決定）と議

案の役員候補者とを照合し、相違はなかった。」ことを確認していることか

ら、本件決議の手続や決議の方法に形式的な違法は認められない。 

したがって、処分庁は上記のとおり、本件決議については、農林水産大

臣が定めた役員選任規程例に基づき規定された本件選任規程に基づき、

「総会の招集手続、決議の方法又は選挙の瑕疵が内容にわたらない形式的

違法」である場合か否かを確認している。」ことが認められ、その手続に違

法又は不当な点はない。 

また、審査請求人らの主張する推薦会議の構成員を理事会で決定された

ことについては、本件定款や本件選任規程において具体的な規定はないた

め、審査請求人らの主張を採用することはできない。 

 

第４ 調査審議の経過 

 令和７年（２０２５年）３月１０日 審査庁から諮問 

            ５月３０日 第１回審議 

７月 ３日 第２回審議 

７月３０日 第３回審議 

９月 ４日 第４回審議 

９月２２日 第５回審議 

 

第５ 審査会の判断 
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１ 本件審査請求に係る審理手続 

本件審査請求に係る審理手続は、おおむね適正に行われたものと認められ

る。 

なお、審査請求人から、「本件審査請求における口頭意見陳述から審理員

の意見書提出まで約１１か月半の期間を要したことは、合理的理由のない事

務の遅延、懈怠であり、違法と評価されるべき事態である。」との意見が提

出されている。口頭意見陳述（令和６年（２０２４年）３月１５日）から審

理員による意見書の提出（令和７年（２０２５年）２月２８日）まで、審理

員の交代があったものの、１度の質問が行われた（令和６年（２０２４年）

６月２８日）のみで、約１１か月半の期間を要している。本件の場合、審査

庁及び審理員においては、本件決議に係る役員の任期が終了し、新たな役員

が選任される前に裁決がなされるような審理手続の進行管理が行われるこ

とが望ましい。 

２ 本件処分の適法性及び妥当性 

（１）法令等の規定について 

法第１２５条第１項では、「組合員（略）が総組合員（略）の十分の一以

上の同意を得て、総会の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基

づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由と

して、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その決議

又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その

違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り

消すことができる。」とされている。 

法第３２条第４項では、「主務大臣は、模範定款例を定めることができ

る。」とされ、同項の規定に基づき、農林水産大臣が模範定款例や役員選任

規程例を定めている。 

本件定款第２８条第１項では、「役員は、正組合員が総会においてこれを

選任する。」とされ、同条第４項では、「前３項に規定するもののほか、役

員の選任は、附属書役員選任規程の定めるところによる。」とされている。 

本件選任規程第２条第１項では、「役員は、総会の決議によって選任す

る。」とされている。 
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本件選任規程第３条第１項では、「役員の選任に関する議案は、組合長が

これを総会に提出する。」とされ、同条第２項では、「組合長は、役員の選

任に関する議案を総会に提出するには、別表で定める区域ごとに、その区

域内に住所を有するこの組合の正組合員で、その区域内に住所を有するこ

の組合の正組合員を代表するものとして選ばれた者をもって構成する推

薦会議において推薦された者につき、議案を作成してしなければならな

い。」とされている。 

本件選任規程第４条第１項では、「第２条第１項の決議は、無記名投票に

よってこれを行う。」とされ、同条第３項では、「第１項の投票は、所定の

投票用紙に賛否を記入し、これを投票箱に投入して行わなければならな

い。」とされている。 

本件選任規程第７条では、「前条の規定により投票用封筒及び投票用紙

の交付を受けた正組合員が、書面による議決権を行使しようとする場合は、

投票用紙に賛否を記入し、投票用紙を投票用封筒に入れて封をし、投票用

封筒の表面に署名し、定款４３条第２項に規定する書面の提出期限までに

この組合に提出しなければならない。」とされている。 

本件選任規程第９条第１項では、「議長は、投票が終わったときは、あら

かじめ、総会において選任した立会人４人立会いの上投票箱を開き、投票

を点検し、直ちにその結果を宣言しなければならない。」とされている。 

（２）本件処分について 

総会決議取消請求却下決定等取消等請求事件判決によると、法第１２５

条第１項が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約

に違反することを理由とする場合に総会決議の取消しを請求できると規

定している趣旨は、その瑕疵が内容にわたらない形式的違法の場合には、

監督行政庁に取消権を認めるものとし、同条に基づく取消請求は、総会の

招集手続、議決の方法又は選挙が法令等に違反する場合にのみ認められ、

それ以外の決議内容の瑕疵等を理由とする場合には許されないとされて

いることから、法第１２５条第１項の規定は、「総会の招集手続、決議の

方法又は選挙の瑕疵が内容にわたらない形式的違法の場合」に限り、監督

行政庁に取消権を認めるものと解される。 
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ア 無記名投票について 

役員の選任に係る投票に関する規定については、農林水産大臣が定め

た役員選任規程例に基づき、本件選任規程が定められており、本件選任

規程第４条第１項の「無記名投票によってこれを行う。」との規定や同

条第３項の「第１項の規定は、所定の投票用紙に賛否を記入し（略）」

との規定のほか、本件選任規程第７条第１項に「書面による議決権を行

使しようとする場合は、投票用紙に賛否を記入し、投票用紙を投票用封

筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名し、定款第４３条第２項に

規定する書面の提出期限までにこの組合に提出しなければならない。」

との規定、本件選任規程第９条第１項に「議長は、投票が終わったとき

は、あらかじめ、総会において選任した立会人４人の立会いの上投票箱

を開き、投票を点検し（略）」との規定等がある。 

処分庁は、本件処分に当たり、本件決議がこれらの規定どおりに手続

がなされていることを確認しており、本件決議の手続及び決議の方法に

形式的違法がある場合に当たらないという判断をしたことを覆すよう

な事情は認められない。 

したがって、この点について、本件処分に違法又は不当な点は認めら

れない。 

イ 推薦会議の構成について 

アで述べたとおり、農林水産大臣が定めた役員選任規程例に基づき本

件選任規程が規定されており、推薦会議については、本件選任規程第３

条第２項において規定されているが、構成員の選任方法については規定

されていない。 

処分庁は、本件選任規程第３条第２項に規定する推薦会議の構成員を

どのような方法で選任するかについては、法、本件定款及び本件選任規

程に別段の定めがなく、違法性を判断する立場にないとした上で、本件

選任規程第３条第１項の規定のとおり「役員の選任に関する議案は、組

合長がこれを総会に提出」していることを、「代表理事職務執行者名で臨

時総会の招集通知を発出し、別紙として役員候補者の氏名等を記載した

ものを添付している。」こと等により確認し、本件選任規程第３条第２項
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の規定のとおり、「本件選任規程別表に定める各々の区域に住所を有す

る者である。」こと及び「推薦会議で推薦された者（令和〇年〇月〇日に

開催された推薦会議で決定）と議案の役員候補者とを照合し、相違はな

かった。」ことを確認しており、本件決議の手続及び決議の方法に形式的

違法がある場合に当たらないという判断をしたことを覆すような事情

は認められない。 

したがって、この点について、本件処分に違法又は不当な点は認めら

れない。 

 

３ 結論 

以上により、本件処分に違法又は不当な点は認められないから、本件審 

査請求は棄却されるべきであるとする審査庁の判断は、妥当である。 
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